
2018年6月29日に「働き方改革関連法」が成立しました。
「長時間労働の是正」や「働き方の柔軟化」などが要点です。

「働き方改革」を巡る動き
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16年
6月

「ニッポン一億総活躍プラン」がまとまる

16年
9月

「働き方改革実現会議」の発足

17年
3月

「働き方改革実行計画」がまとまる
6. 外国人材の受け入れ
7. 女性・若者が活躍しやすい環境整備
8. 雇用吸収力の高い産業への
　 転職・再就職支援、人材育成、
　 格差を固定化させない教育の充実
9. 高齢者の就業促進

東京海上グループの「健康経営※・健康管理」の取組み

東京海上グループ健康憲章

※「健康経営」とは従業員の健康保持・増進の取組み
が将来的に収益性等を高める投資であるとの考え
のもと、健康管理を経営的な視点から考え、戦略的
に実践することです。
※「健康経営」は特定非営利活動法人健康経営研究会
の登録商標です。

社員の働きがいを高め、経営理念の実践と企業価値の向上を追求し
続けるためには、社員とその家族の心身の健康が重要であり、東京
海上グループは、以下の観点から取り組みを推進します。
●一人ひとりが、健康をかけがえのないものとして大切にし、主体的に健康増
進に努めます。
●健康への投資を行い、健康増進に積極的に取り組む環境と企業風土を確固
たるものとし、継承していきます。
●お客様や地域・社会における健康増進への取り組みを支援することにより、
社会課題の解決につなげ、健康で豊かな未来の実現に貢献します。

取締役社長　グループCEO

5年連続で選定！
「健康経営銘柄」は業種
ごとに選定されますが、
保険業では東京海上ホー
ルディングスが5年連続で
選定されております。

「健康経営」の取組み事例は裏面をご覧ください

ご支援用

1. 非正規雇用の処遇改善
2. 賃金引上げと労働生産性向上
3. 長時間労働の是正
4. 柔軟な働き方がしやすい環境整備
5. 病気の治療、子育て・介護等と
 仕事の両立、障害者就労の推進

18年
6月 「働き方改革関連法」が成立

19年
4月～

● 残業時間の上限規制（大企業19年4月、中小企業20年4月）
● 有給5日の取得ルール（19年4月）
● 同一労働同一賃金（大企業20年4月、中小企業21年4月）
● 脱時間給制度の導入（19年4月）など
● 残業代の割増（中小企業23年4月)　※60時間超の割増＋50％の適用



※選択項目は、（1）が①～③のうち1項目以上、（2）が④～⑦のうち1項目以上、（3）が⑧～⑭のうち3項目以上を満たし、かつ①～⑮のうち6項目以上を
満たす必要があります。

※認定基準等の詳細は、経済産業省（ホームページ：www.meti.go.jp）の「健康経営優良法人認定制度」でご確認ください。

皆様の「健康経営度」をセルフチェックしてみませんか？
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●管理職又は従業員への1年度
に1回以上の研修（e-Learning
を含む）
●個人に届く方法にて全従業員
に対して1か月に1回以上の
定期的な情報提供

●残業の事前申告制度
●定時消灯日・退出日（ノー残
業デー等）の設定等
●任意のタイミングで取得でき
る有給の特別休暇制度（お
盆・年末年始休暇、慶弔休暇
は除く）

●従業員のコミュニケーション促進
を目的としたイベントの実施（社員
旅行・運動会・誕生日会）、外部機
関主催のイベント等への組織とし
ての参加や、参加の働きかけ（地
域清掃・ボランティア・地域祭り）
●就業時間内のコミュニケーション
促進させる社内での取り組み（サ
ンクスカード・あいさつ月間）

●傷病をかかえる従業員及び配慮や支
援を行う管理職及び周囲の同僚の
相談窓口の設置および周知（社内窓
口・保険の付帯サービスの活用等）

●病気の治療と仕事の両立に向け
た面談の実施
●保険加入による治療費や休業補
償等の金銭補助（健康保険組合
からの一時金は除く）

●協会けんぽの保健指導を活用する
●特定保健指導の指導時間の就
業認定や実施場所を提供する

●自動販売機の各飲料におけ
るカロリー情報・栄養素の表
示による健康に配慮した飲料
の摂取を促進させる働きかけ

●健康に配慮した食事・飲料の
現物支給
●食生活改善に向けたアプリ提
供、カロリー記録等のサポー
トの実施

●運動奨励活動（歩数計の配
布、歩行奨励・表彰等）の実施
や、アプリ提供などの運動促
進のためのツール提供
●スポーツイベントの開催・参
加促進
●職場における体操の実施（ラ
ジオ体操、ストレッチなど）

●婦人科健診・検診の受診勧
奨・受診しやすい環境整備
（婦人科健診・検診の受診に
対する休暇または就業時間
認定の設定など）
●女性の健康課題等に関する
理解促進のための研修・セミ
ナーの実施

●風しんやインフルエンザ等の
予防接種の費用負担(一部負
担でも可）
●感染拡大時の事業継続計画
の策定

●全ての事業場における感染
症予防環境の整備

一定の基準(月80時間以下)を
超えた長時間労働者に対して、
●人事・労務担当者と本人の面談
●管理職に対する人事・労務か
らの面談・指導
●本人の業務負荷の見直し、勤
務時間の制限

●メンタルヘルスに関する相談窓
口の設置
●復職後における定期的な面談・
助言の実施
●治療に配慮した「時間単位年次休暇
制度」「時差出勤制度」「在宅勤務」
などの休暇制度、勤務制度の整備

●健康経営の各種イベント・施策
について、参加人数や参加率
を把握し、改善に繋げている。
●生活習慣改善に向けて、禁煙
の取組みを推進し、喫煙率の
改善に繋げている。
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●2019年度もしくは2020年度の定期健
康診断受診率が100%
●受診率が95％以上で未受診者に受診勧
奨している場合も可

●イントラネット､掲示板､朝礼･会議等での
再検査や精密検査の受診勧奨
●メールや文書等でのがん検診等、任意検
診の受診勧奨
●がん検診等、任意検診に要する時間の出
勤認定や特別休暇認定付与

●50人未満の全ての事業場におけるストレ
スチェックの実施（50人未満事業場がな
く、50人以上の事業場で実施している場
合も可）

・定期健診：労働安全衛生法（以下、安衛
法）66条の一般定期健診
・実質100％：健診直前の長期病気休職者
や一年を超える海外赴任者等を除く

・保健指導：安衛法66条7の努力義務
・特定保健指導：保険者の保健師
等が特定健診（メタボ健診等）の
結果から特定者の生活習慣を見
直すサポートを行う

・ストレスチェック：安衛法66条10の心理
的な負担の程度を把握するための検査等

定期健診受診率（実質100％） 受診勧奨の取組み ストレスチェック実施
（50人未満の事業場）

1 2 3

管理職又は従業員への
教育機会の設定 適切な働き方実現 コミュニケーションの

促進
病気の治療と仕事の
両立の促進（⑭以外）

4 5 6 7

保健指導の実施又は
特定保健指導の実施機会 食生活の改善の取組み 運動機会の増進の

取組み
女性の健康保持・
増進に向けた取組み

8 9 10 11

感染症予防対策 長時間労働者への対応 メンタルヘルス不調者
への対応

健康経営の取り組みに
対する評価・改善

12 13 14 15

必須項目

選択項目

健康経営優良法人2021（中小規模法人部門）の認定要件である必須項目と選択項目を掲載しています。

健康宣言の社内外への発信

保険者への40歳以上の
従業員の健診データの提供

経営者自身の健診受診

健康課題に基づいた
具体的目標の設定

健康づくり担当者の設置

受動喫煙対策 法令順守・リスクマネジメント

【連絡先】

※サービス、保険内容でご不明な点がありましたら代理店または保険会社にお問合せください。


